
代執行 簡易代執行

危険な状態が解消されず、放置す
ることが「著しく公益に反する」
と認められる場合

※所有者等が確知出来ない場合

命　令
（担当課）

調査の結果、管理不全な状態等
と認められる場合

現地（外観）調査

助言又は指導にもかかわらず、正当な理
由がなく、危険な状態と認められる場合

勧告にもかかわらず、正当な理由がな
く、危険な状態と認められる場合

助言又は指導
（担当課）

勧　告
（担当課）

特定空き家等対策におけるフロー図

※対応に緊急を要する状態であ
り、指導等を行うなど時間的余裕
がない場合等

所有者等が特定でき
ない、所在が判明し
ない等の場合は継続
調査

町民等からの情報提供
及び

町の調査等

緊急時   ①立入調査（敷地）
  ②質問（近隣住民への聴取）
  【担当】環境水道課
　　　　　都市整備課など

　専門的知識を有す
　る者

意見

所有者等調査

緊急安全措置

　①所有者等の同意の有・無
　②最小限度の措置
　③費用は所有者負担
　【担当】環境水道課
　　　　　都市整備課など

　①登記簿及び住基情報調査
　②土地所有者への聴取
　③関係法令の適用
　【担当】環境水道課
　　　　　都市整備課
　　　　　税務財政課など
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